
（平成２１年１０月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 21 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 1621 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 41年３月まで 

私の家は人を雇って農業をしていたが、ほかに父母とも別の仕事をして

おり経済的にも恵まれていたため、私は高校卒業後、家事手伝いや習い事

をしていた。国民年金への加入手続や国民年金保険料の納付は父が行って

いたが、父は厳しく、金銭面はきっちりした人だった。 

平成 16 年３月、Ａ市から通知があったので同市の年金係に行き、昭和 40

年度の国民年金保険料が未納になっていることを初めて知りびっくりした。

そして、「ねんきん特別便」が送られてきた機会に、気になっていた同年

度の未納のことを申立期間当時住んでいたＢ町役場に調べに行き、私と母

と兄の３人分の被保険者名簿を見せてもらったところ、母と兄は全納だっ

たが、私の名簿には 39 年度の 11 月以降の欄に鉛筆書きで乱雑に書き込み

がしてあり、こんな記録管理で良いのかと驚き、父が私の国民年金保険料

を納めていたことを確信した。その時にお会いした副町長から係の人に私

たちと一緒に名簿をもって社会保険事務所に行って良く説明しなさいと言

われた。 

母と兄は納付済みとされているのに、私の昭和 40 年度分だけが未納とさ

れているのはどう考えてもおかしい。申立期間の国民年金保険料を納めた

ものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によれば、申立人の国民年金保険料は国民年金加入期間

について申立期間を除きすべて納付されており、申立人及び家族の保険料をま

とめて納付していたとされる申立人の父親の国民年金保険料の納付意識の高さ



  

がうかがえる上、申立期間当時、申立人と同居していた申立人の母親及び兄は、

申立期間を含め国民年金保険料が完納されており、申立人のみが未納とされて

いることは不自然である。 

また、Ｂ町の国民年金被保険者名簿によれば、申立人の昭和 39 年度の国民

年金保険料が昭和 41年３月 31日に一括して過年度納付されていることが確認

できるが、申立人の父親が、現年度納付となる 40 年度の国民年金保険料を納

付しないまま、39 年度のみを過年度納付したとすることは不自然である上、

同名簿の 39 年度欄には「のうふ 41．３．31」と鉛筆で乱雑に記載されており、

行政側の記録管理の不備もうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付したものと認められる。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1622 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

亡くなった母が、父、姉及び私の３人分の国民年金保険料をまとめて納

付していた。そのことを姉が知っている。申立期間について亡くなった父

は納付済みとされていることから、姉と私の分も母が一緒に納めたはずな

ので、申立期間の国民年金保険料を納めたと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年５月に申立人の父親及び姉と

連番で払い出されており、社会保険庁のオンライン記録では、申立人の父親は

申立期間を含め国民年金保険料が完納されていることが確認できる。 

また、社会保険庁の特殊台帳、Ａ市Ｂ区役所の国民年金被保険者名簿及び

申立人の姉が所持している国民年金手帳によれば、申立人姉妹は、申立期間を

除き、姉妹同時に１年前納、若しくは年度分一括納付が行われていることが推

認できることから、申立人の姉のみが申立期間のうち昭和 36 年度の国民年金

保険料が納付済みとされていることは不自然である。 

さらに、申立人の昭和 43 年度の国民年金保険料について、社会保険庁の記

録では未納とされていたものが、Ａ市の国民年金被保険者名簿では納付済みと

されていたことから、平成 20年 12月に記録の訂正がなされており、行政側に

おける記録管理の不備がみられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付したものと認められる。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1623 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生  

住    所 ：  

                       

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から 62年３月まで 

私は、就職のため昭和 58 年に首都圏のＡ区に住所を移した。その際勤め

た会社は、社会保険の適用外事業所だったため、同年４月より国民年金の

加入手続を行い、昭和 58 年度及び 59 年度の国民年金保険料については欠

かさず納付した。 

ところが、昭和 60 年に会社から退職を勧告され失業したため、同年４月

からＢ市にあるＣ職業訓練校に入校し、昭和 60 年度の国民年金保険料は申

請免除した。61 年度についても申請免除が可能であることは知っていたが、

入校した当時からの受講手当を蓄えており、将来の年金額を増やすために

同年度は申請免除を行わず保険料を納付することにした。 

納付したのは昭和 62 年１月ごろで、Ｄ信用金庫Ｅ支店で十万円弱を引き

出して、Ｆ区役所内のＧ銀行で一括納付した。 

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 58 年４月ごろに払い出され、昭和

58 年度及び 59 年度の国民年金保険料は欠かさず納付されていることが確認で

きる上、60 年度の申請免除についてもＢ市で適正に行われていることが確認

できる。 

また、申立人は昭和 60 年４月にＢ市にあるＣ職業訓練校に入校しているこ

と、及び受講手当がＤ信用金庫Ｅ支店の申立人の口座に振り込まれていること

が確認できる上、62 年１月に同支店の申立人の口座から、申立期間の国民年

金保険料に相当する十万円弱が引き出されていることが確認できることから、

申立人は申立期間の国民年金保険料を一括納付したものと考えられるなど、申

立人の供述内容に不自然な点は見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 1441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の標準報酬月額の記録については、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間のうち、平成７年 12月、８年３月、同年８月、同年 12月、

９年３月、同年８月、同年 12 月、10 年３月、同年８月、同年 12 月、11 年３

月、同年８月、同年 12 月、12 年３月、同年８月、同年 12 月、13 年８月、同

年 12 月、14 年３月及び同年８月は 28 万円並びに同年 12 月は 30 万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 27年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から 15年７月１日まで 

私は、平成７年５月にＡ社に入社し、運転手として勤務していた。同年８

月３日に、同社の社長と専務が、私が勤務する同社Ｂ営業所に来て、「残

業の時間給を 1,700 円から 1,400 円に下げさせてほしい。しかし、それで

は君たちの手取り給与額が減るから、年金のランクを 26 万円に下げれば、

今の等級の 32 万円よりも厚生年金保険料が 5,000 円ぐらい下がるから、手

取り額があまり変わらないのでいいでしょう。」と一方的に説明して、

帰って行ったことは憶
おぼ

えているが、厚生年金保険の標準報酬月額を引き下

げて届け出ることに同意したことは無い。 

支給された給与額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認



  

められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が所持する給与明

細書において確認できる厚生年金保険料控除額から判断すると、ⅰ）平成

７年 12 月、８年３月、同年８月、同年 12 月、９年３月、同年８月、同年

12 月、10 年３月、同年８月、同年 12 月、11 年３月、同年８月、同年 12 月、

12 年３月、同年８月、同年 12 月、13 年８月、同年 12 月、14 年３月及び同

年８月は 28万円、ⅱ）同年 12月は 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主から厚生年金保険料の納付に係る資料等を得られず、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間のうち、平成７年 10月及び同年 11月、８年１月及び同年２月、

同年４月から同年７月までの期間、同年９月から同年 11 月までの期間、９

年１月及び同年２月、同年４月から同年７月までの期間、同年９月から同

年 11 月までの期間、10 年１月及び同年２月、同年４月から同年７月までの

期間、同年９月から同年 11 月までの期間、11 年１月及び同年２月、同年４

月から同年７月までの期間、同年９月から同年 11 月までの期間、12 年１月

及び同年２月、同年４月から同年７月までの期間、同年９月から同年 11 月

までの期間、13 年１月から同年７月までの期間、同年９月から同年 11 月ま

での期間、14 年１月及び同年２月、同年４月から同年７月までの期間、同

年９月から同年 11 月までの期間並びに 15 年１月から同年６月までの期間

については、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、申立人の

所持する給与明細書から確認できる厚生年金保険料に見合う標準報酬月額

と同額と認められることから、特例法による保険給付の対象に当たらない

ため、あっせんは行わない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1442 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主は、申立人が昭和 43年７月 31日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められることから、申

立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、２万 6,000 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 25年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年３月９日から同年７月 31日まで 

申立期間当時、Ａ社（現在は、Ｂ社）の卓球部に所属して、Ｃ市で開催さ

れた全国大会に参加したことがあるのに、申立期間の厚生年金保険の被保険

者記録が無い。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43年６月８日から同年６月 11日までＣ市で開催された全国

大会にＡ社の卓球部員として参加していたと申し立てており、申立人が名前を

挙げる同事業所の卓球部の先輩は、申立人とともに同大会に参加したと供述し

ている上、Ｂ社が保管する「退職金ノート」から、申立人は、同年３月４日に

当該事業所に入社し、同年７月 30日に退職していることが確認できる。 

また、Ｂ社が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標

準報酬決定通知書（社会保険事務所の昭和 43 年３月６日受付の印あり）」及

び「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書（社会保険事務所の昭

和 43年９月５日受付の印あり）」から、申立人は、昭和 43年３月４日に当該

事業所の厚生年金保険被保険者資格を取得し、同年７月 31 日に同資格を喪失

していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 43年７月 31日に厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対して行っ

たことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る当該健康保険厚生

年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の記録から、２万

6,000円とすることが妥当である。 



  

福岡厚生年金 事案 1443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日（昭

和 37年 12月 28日）及び資格取得日（昭和 39年１月１日）に係る記録を取り

消し、申立期間の標準報酬月額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月 28日から 39年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ支店

Ｃ出張所で事務担当職員として勤務していた申立期間に係る被保険者記録

が無いとの回答があった。 

勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の雇用保険被保険者記録、Ａ社Ｂ支店からの回答、並びに

申立人が名前を挙げた当時の上司及び複数の同僚の供述から判断すると、申立

人が申立期間において同社Ｂ支店Ｃ出張所（厚生年金保険の適用事業所はＡ社

Ｂ支店）に継続して勤務していたものと認められる。 

 また、当該上司は、「昭和 37年か 38年ごろ、工事完成時に他の事務員は辞

めてもらったが、申立人は残ってもらった。給料計算も申立人が行っていたか

ら自身の厚生年金保険料もきちんと控除していたはずだ。申立人は 42 年に当

社Ｂ支店Ｃ出張所が閉鎖され、私が転勤するまで同出張所で継続して勤務して

おり、申立期間において雇用形態の変更もなかった。」と供述している上、申

立人が名前を挙げた二人の同僚のうち、一人は「申立人は継続して勤務してい

た。」、他の事業所に異動した同僚は「私が転勤するとき、申立人は在籍して

いた。」と供述しており、他の事業所への異動に伴い一時Ａ社を退職したとす



  

る者を除く同僚及び上司は、同社Ｂ支店において厚生年金保険被保険者記録が

継続していることが確認できる。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 37 年 11 月及び 39 年１月の社会保険事務所の記録から、１万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当該事業所では「当社の社会保険被保険者台帳の記載内容から考えて、

納付していないと思われる。」と回答している上、事業主から申立人に係る被

保険者資格の喪失届や取得届が社会保険事務所に提出されていないにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社

会保険事務所の記録どおりの届出を行い、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る昭和 37 年 12 月から 38 年 12 月までの保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録のうち、平成 15 年９月から 16

年５月までは 26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 43年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年９月１日から 17年 11月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間について、厚生年金保険の標準報酬月額の記録が

実際の給与支給額に比べ不当に低い額となっている。標準報酬月額の記録

を実際の支給額に見合うものに訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、申立人が所持する給与明細書により確認できる期間の多

くの月において、申立人が主張するとおり、申立人の報酬月額に見合う標

準報酬月額は、社会保険事務所に届け出られた標準報酬月額を上回ってい

ることは確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 15年９月から 16年５月までの標準報

酬月額については、申立人が所持する給与明細書において確認できる厚生

年金保険料控除額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主と連絡が取れないことから不明であるが、給与明細書から



  

確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険庁のオンライン

において記録されている標準報酬月額が平成 15 年９月から 16 年５月まで

の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書で確認

できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会

保険事務所は、当該期間について、当該標準報酬月額に見合う保険料の納

入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

２ 申立期間のうち、平成 11 年９月から 12 年２月までの期間、13 年９月、

17 年７月及び同年９月については、申立人が主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認で

きる給与明細書等の資料が無い。 

また、社会保険庁の記録によれば、当該事業所は平成 20 年５月１日に既

に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、当時の事業主か

らの回答を得られないことから、当該期間における事業主による厚生年金

保険料控除の事実について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が当該期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 

３ 申立期間のうち、ⅰ）平成 12 年３月から 13 年８月までの期間、同年 10

月から 15 年８月までの期間、16 年６月から 17 年３月までの期間（事業主

が、平成 16 年８月の申立人の給与から、届出に基づく当該月の標準報酬月

額に対応する保険料額を超える額を控除し、同年９月の控除額を減じて精

算したと考えられる例を含む。）、17 年６月、同年８月及び同年 10 月につ

いては、給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月

額と社会保険庁で記録されている標準報酬月額が一致していること、ⅱ）

同年４月及び同年５月については、社会保険庁で記録されている標準報酬

月額が給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額

を超えていることが確認できることから、これらの期間については特例法

の保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、標準賞与額が厚生年金保険の年金額計算の基礎とされることとなっ

た平成 15 年度以降の、申立人に係る賞与支給明細書と社会保険庁のオンラ

イン記録（被保険者記録照会回答票）とを照合した結果、申立人の平成 15

年 12 月の賞与については、賞与支給明細書において確認できる保険料控除



  

額に見合う標準賞与額と社会保険庁で記録されている標準賞与額が一致し

ていることが確認でき、同年８月及び 16 年８月の賞与については、社会保

険庁で記録されている標準賞与額が賞与支給明細書において確認できる保

険料控除額に見合う標準賞与額を超えていると認められ、特例法の保険給

付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を平成６年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、５年 10月は 11万

円、同年 11月は 10万 4,000円、同年 12月は９万 8,000円、６年１月は 11万

円、同年２月は 11万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10月 31日から６年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。 

保険料控除が確認できる給与明細書があるので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成５年 11 月から６年２月までの期間に係る給与明

細書により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、雇用保険被保険者記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、

申立期間において、Ａ社に勤務形態の変更も無く継続して勤務していたものと

認められる。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ものと認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい



  

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、提出され

た給与明細書において確認できる報酬月額に基づく標準報酬月額から、平成５

年 10 月は 11 万円、同年 11 月は 10 万 4,000 円、同年 12 月は９万 8,000 円、

６年１月は 11万円、同年２月は 11万 8,000円とすることが妥当である。 

一方、社会保険庁のオンライン記録によれば、Ａ社は、申立期間の始期で

ある平成５年 10月 31日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

申立人も同日に被保険者資格を喪失していることが確認できるが、複数の同僚

の供述により、申立期間においても 10 人以上の従業員が勤務していたと認め

られ、また、法人登記の記録では、同社について現在まで解散した記録が確認

できないことから、同社は、申立期間においても厚生年金保険の適用事業所と

しての要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、社

会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立

人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



  

福岡厚生年金 事案 1446 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 22 年４月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められることから、申

立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、600 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年４月１日から 23年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）Ｃ所における被保険者資格取得日は昭和 23 年８月１日であると

の回答があった。同社には 22 年４月１日から勤務していたので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社Ｃ所が提出した申立人の在籍証明書及び工員台帳等から判断すると、申

立人は、申立期間において同事業所に継続して勤務していたことを認めること

ができる。 

また、申立人が挙げた同期入社の同僚３人は、いずれも、社会保険事務所

が保管する厚生年金保険被保険者記号番号払出簿では資格取得日が昭和 23 年

８月１日となっているものの、うち二人は、当該事業所の厚生年金保険被保険

者名簿及び社会保険業務センターが保管する厚生年金保険被保険者台帳では、

その資格取得日が、申立人が主張する 22 年４月１日となっていることが確認

できる上、このうち一人は、厚生年金保険被保険者名簿の資格取得日が 23 年

８月１日から 22年４月１日に訂正されていることが確認できる。 

さらに、申立人の同期入社の同僚は、「私と申立人は、国民学校を一緒に

卒業後、申立事業所に入社した。私の厚生年金保険の資格取得日は昭和 22 年

４月１日となっており、採用条件が同じだった申立人も毎月給与が支給されて

いた。」と供述しているほか、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿において、



  

申立人が記載されている頁に記載され、かつ、Ａ社Ｃ所において被保険者資格

を取得している 17 人について、その資格取得日を調査した結果、うち６人は、

社会保険庁のオンライン記録が同払出簿の資格取得日より前の日付けとなって

おり、このほか二人は、同払出簿の日付けが社会保険庁のオンライン記録の資

格取得日にさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

一方、厚生年金保険法の改正により、昭和 23 年８月１日付けでＡ社Ｃ所に

おけるＤ共済組合の組合員は、厚生年金保険への移行処理が行われているとこ

ろ、Ｅ共済組合は、「内部資料によれば、当時のＤ共済組合の組合員について

移行処理を行う者と行わない者とを振り分けた上で、当該移行処理対象者約１

万人の組合員記録を昭和 17 年６月１日までさかのぼって確認し、厚生年金保

険被保険者記録として新たに整備した際の事務処理の誤りが考えられるが、申

立人については、工員台帳により入社日や職務内容等が確認できることから、

厚生年金保険の移行対象者であったと思われる。」と回答している。このこと

について、社会保険事務所は、「Ａ社Ｃ所の厚生年金保険被保険者名簿は、氏

名欄や資格得喪年月日欄が空白となっているものが散見され、資格取得日が訂

正されているものが確認できるなど不完全なものとなっており、その原因は当

時の資料が無く明らかでないが、申立人については、工員台帳の記録や同僚の

被保険者記録が確認できることなどから、申立人は、申立期間当時、厚生年金

保険被保険者資格を取得していたものと考えられる。」と回答しており、これ

らの記録及び申立人の同僚の供述を前提とすると、申立人の厚生年金保険被保

険者記録は、当該移行処理において誤った処理がなされた可能性が高いと認め

られ、23 年８月１日に申立人の厚生年金保険被保険者の資格取得に係る届出

を事業主が行ったとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 22 年４月１日に厚生

年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対し

て行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額は、Ａ社Ｃ所における申立人の同僚に係る

社会保険事務所の記録から、600円とすることが妥当である。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1624 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年１月から３年３月までの国民年金保険料については、追納

していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 35年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年１月から３年３月まで 

申立期間は申請免除の期間となっていたが、生活が安定したので、妻が平

成４年８月 27 日に社会保険事務所へ出向き、申立期間分の国民年金保険料

として二十数万円を一括して追納した。 

しかし、確かに追納したはずの国民年金保険料が社会保険庁の記録ミスに

より追納していない記録となっている。申立期間当時は、国民年金保険料

を一括して納付するだけの経済的余裕があり、金銭面の出納に関しては厳

しく対処していた。間違いなく納付したので、申立期間を国民年金保険料

の追納済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成４年８月 27 日にその妻が申立期間の国民年金保険料を一括

して追納したと申し立てているが、社会保険事務所が保管する領収済報告書の

記録により、同日に申立人及びその妻に係る３年４月分の国民年金保険料が過

年度納付されていることが確認できるのみである。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、社会保険庁のオンライン記録により、

申立人の妻については、平成元年１月から２年３月までの国民年金保険料の追

納申出が７年 10 月６日に行われた上で、申立期間の一部である元年１月から

同年３月までの国民年金保険料が８年２月９日に追納されている記録が確認で

きるものの、申立人については、申立期間に係る追納申出を行った記録は見当

たらず、ほかに申立期間の国民年金保険料を追納していたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1625 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46年９月から 49年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日  ： 昭和 26年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 46年９月から 49年７月まで  

私が 20 歳になった時に、子供が生まれたこともあり、夫が国民年金の大

切さを教えてくれ、Ａ市役所で国民年金への加入手続をしてくれた。夫の

転勤でＢ市Ｃ区に転居したが、夫はＡ市役所でもらった年金手帳をＢ市Ｃ

区役所に提出し、国民年金の継続加入の手続を行い、新しい年金手帳をも

らってくれた。 

申立期間に居住していたＡ市では、毎月、自分で同市役所に行き国民年

金保険料を納付して年金手帳に印鑑を押してもらっていたのに、社会保険

庁の記録では、申立期間の国民年金保険料が未納になっているのは、納得

できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社会保険事務局が保管する「国年被保険者管理簿」により、申立人の国

民年金手帳記号番号は、昭和 49年２月から同年 12月までの間に払い出されて

いることが推認でき、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情は見当たらない上、社会保険庁のオンライン記録及び

申立人が所持する年金手帳により、申立人は同年８月８日に国民年金任意加入

の被保険者資格を取得していることが確認できることから、申立期間は国民年

金に未加入の期間であり、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付するこ

とができなかったものと考えられる。 

また、申立人が申立期間当時に居住していたＡ市役所が保管する国民年金

被保険者名簿の中には、申立人の被保険者名簿が確認できない上、申立人の夫

はＢ市Ｃ区役所においてＡ市役所が交付した国民年金手帳を提出して、国民年

金の継続加入の手続を行ったと主張しているが、Ａ市役所で国民年金への加入



  

手続をして、Ｅ社会保険事務所において払い出された国民年金手帳記号番号が

存在するとすれば、Ｂ市役所において新たに国民年金手帳記号番号の払出しを

受ける必要は無かったものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1626 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年 10 月から７年１月までの期間及び７年３月から８年９月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 47年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年 10月から７年１月まで  

② 平成７年３月から８年９月まで         

Ａ社を退職した平成６年 10 月の２か月から３か月後に社会保険事務所か

ら国民年金への加入を勧める文書が来たので、私が、社会保険事務所で国

民年金の加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料については、私又は私の母が、納付期限内に

社会保険事務所の窓口又はコンビニエンスストアで納付していたので、申

立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録、Ｂ市の国民年金被保険者名簿（電子記録）

及び申立人が所持する年金手帳により、申立人の国民年金手帳記号番号が払い

出されていた事情はうかがえないことから、申立期間は国民年金に未加入の期

間であり、申立人及びその母親は、申立期間の国民年金保険料を納付すること

はできなかったものと考えられる上、社会保険庁のオンライン記録により、申

立期間①のうち平成７年１月及び申立期間②のうち８年９月については、厚生

年金保険の被保険者期間であることが確認できる。 

また、社会保険庁のオンライン記録及び申立人が所持する年金手帳により、

申立人は、厚生年金保険被保険者であった平成９年１月に基礎年金番号の交付

を受けており、その後、厚生年金保険被保険者資格の喪失に伴い、14 年２月

に国民年金第１号被保険者資格を新規取得していることが確認できる。 

さらに、申立期間当時においては、社会保険事務所が、厚生年金保険被保

険者資格の喪失後２か月を経過した後に国民年金への切替手続を行っていない



  

者に対し、国民年金の加入勧奨状を郵送することは行われておらず、申立人及

びその母親が現年度分の国民年金保険料を同事務所の窓口において直接納付す

ることはできなかった上、コンビニエンスストアを通じて納付することもでき

なかったと考えられる。 

加えて、申立人及びその母親は、国民年金保険料の納付開始時期及び納付

金額に関する記憶が明確でないなど、申立期間に係る国民年金保険料の納付状

況等が不明である上、申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の国

民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1627 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年７月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 47年３月まで 

年金加入記録によると、私の国民年金は「昭和 45 年７月取得」と書いて

あったので間違いないと思っていたが、Ａ信用金庫の年金アドバイザーに

相談したら、21月分納めていないと分かった。 

私の主義は、年金に限らず、ＮＨＫの受信料、集落の社の寄付など、納

めなくてはならないものはすぐに納めることであり、ましてや、国民年金

保険料や国民健康保険料などは納めているはずだ。 

国民年金の加入届及び保険料の徴収は隣組の人が行っており、申立期間

の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48 年１月ごろに払い出されており、

それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情は見当たらず、国民年金手帳記号番号が払い出された時点においては、申

立期間のうち、45 年７月から同年９月までは時効により国民年金保険料を納

付することができない期間である。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 47 年４月から 48 年３月までの期間

の国民年金保険料を、国民年金加入後の同年５月 12 日に過年度納付している

ことが確認できる上、申立人が所持する国民年金手帳の最初の国民年金印紙検

認記録が、昭和 47 年度から始まっていることから、申立人は、48 年５月 12

日に、47 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料のみを過年度納付したと

考えるのが自然である。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立人が申立期間に係る国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1628 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの期間及び 39年７月から 40年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 39年３月まで 

② 昭和 39年７月から 40年３月まで 

申立期間について、国民年金保険料は集金人が家に集金に来ていた。昭和

36 年４月から 39 年３月までの保険料は納付したが、集金人が国民年金印紙

検認台紙を切取り線から切って持って帰り、領収書が無く納めた証拠がな

いので、割印を押してもらった。同年７月から 40 年３月までの分は、集金

人が印鑑を持ってなかったので、後日、近所に来た時に寄って押印すると

言ったが、集金の担当者が交代しそのままになった。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①について、申立人が所持する国民年金手帳の右側の印

紙検認台紙部分に切離しの際の割印があることを根拠に国民年金保険料が納

付済みであると主張するが、当該割印は、国民年金保険料の納付の有無にか

かわらず、台紙部分を切り離す際に押印されるものであり、割印をもって保

険料が納付されたとは言い難い上、申立人が提出した同手帳の国民年金印紙

検認記録欄の申立期間①の期間には、保険料を納付した際に受ける検認印が

押されておらず、当該手帳と社会保険庁の特殊台帳及びＡ市の国民年金被保

険者名簿の記録はすべて合致していることが確認できる。 

また、上記手帳には、申立期間②についても同様に検認印が押されていな

い上、申立期間②直後の昭和 40 年４月から 42 年３月までの保険料が同年 10

月に過年度納付されていることが確認できることから、この時点において申立

期間②は時効となり、申立人は国民年金保険料を納付できなかったと考えるの



  

が自然である。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、日記等）は無く、このほか申立人が申立期間に係る国民

年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1629 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から 56 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 52年１月から 56年９月まで  

私は、昭和 52 年に自営業を開業し、税務面は、税理士事務所に委託して

いたが、税理士から国民年金には加入した方が良いと言われ、自分で国民

年金に加入し、国民年金保険料を納めてきた記憶がある。 

  加入手続をした場所や保険料額は憶
おぼ

えていないが、納付書を使ってＡ銀

行Ｂ支店で納付した記憶があるため、申立期間の国民年金保険料が未納と

されていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 57 年５月に払い出されており、そ

れ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらず、国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間の

大部分は時効により納付することができない期間である。 

また、社会保険庁のオンライン記録では、申立期間直後となる昭和 56 年 10

月から 57 年３月までの国民年金保険料が、58 年 12 月に過年度納付されてい

ることが確認でき、この時点では申立期間は時効となることから、申立人は国

民年金保険料を納付することができなかったと考えるのが自然である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1630 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年７月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から同年 10月まで 

私の妻は、昭和 61 年 11 月ごろ、Ａ市Ｂ区役所か社会保険事務所へ行き、

私が転職するまでの４か月間の国民年金保険料未納分を夫婦二人分納付し

た。 

私の年金手帳は会社に預けていたので、妻の年金手帳しか持参していな

かった。国民年金保険料を支払った際、妻は同区役所の係の人に、後で私

の年金手帳を持ってきた方がいいかと聞いたところ、役所の方がこちらで

管理しているので、わざわざ持ってこなくて良いと言われた。 

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めてほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の基礎年金番号は、申立人が当初勤務したＣ社の厚生年金保険被保

険者記号番号が当てられており、基礎年金番号が導入された平成９年１月時点

で、国民年金手帳記号番号が統合された記録が見当たらないこと、Ａ市Ｂ区に

保管されている国民年金被保険者関係届によると、申立人の国民年金への新規

加入届は 16 年 11 月 19 日に行われていること、及び申立人に対して別の国民

年金手帳記号番号が払い出された事跡が確認できないことから、申立人の国民

年金への加入手続は、基礎年金番号導入後の同年 11 月に行われたものと推認

される。 

また、Ａ市Ｂ区に保管されている申立人の妻の国民年金被保険者名簿及び

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人の妻の国民年金加入手続は昭和

62 年９月２日に行われ、61 年４月にさかのぼって国民年金第３号被保険者資

格を取得しているとともに、申立期間の国民年金保険料が 62年 11月６日に過

年度納付されていることが確認できる上、社会保険事務所に保管されている申



  

立人の妻の国民年金手帳記号番号が記載されている国民年金手帳記号番号払出

簿には、申立人の名前は見当たらないことから、国民年金への加入手続は、申

立人の妻の分のみを行ったと考えるのが自然である。 

さらに、申立人及びその妻が申立期間に係る国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立人及びその妻が

申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1631 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55年３月から 58年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 28年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年３月から 58年１月まで 

昭和 55 年３月に知人の紹介でＡ社に就職したが、厚生年金保険の適用事

業所ではなかったので、Ｂ市役所に行き国民健康保険と国民年金に加入し

た。 

平成５年 12 月にＣ市に帰って来た後、社会保険事務所の職員から電話が

あり、「平成６年１月から同年３月までの国民年金保険料を追納すると年

金が満額になる。」と連絡があったので国民年金保険料の追納をしたが、

現実には、申立期間が保険料の未納期間となっており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 55 年３月にＢ市役所で国民年金に加入し保険料を納付した

と主張しているものの、社会保険事務所の記録によると、Ｂ市において申立人

に係る国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡は見当たらず、申立人の

国民年金手帳記号番号は､申立人の手帳記号番号前後の国民年金第３号被保険

者の資格取得処理日から、平成６年３月から同年４月ごろに社会保険事務所か

ら払い出されていることが推認でき、この時点では、申立期間は時効により国

民年金保険料を納付することできない期間である上、申立人に別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、昭和 55 年３月ごろ、Ｂ市役所において国民健康保険と国

民年金に加入したと主張しているが、Ｂ市役所の住民票によると申立人がＢ市

において住民登録を行い、同市の市民となった年月日は、58 年１月 14 日であ

ることが確認でき、申立内容と相違する。 

さらに、申立人は、申立期間当時の国民年金保険料の納付方法、納付場所、

納付金額等について記憶が無く、保険料の納付状況が不明である上、申立人が



  

申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1632 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38年７月から 40年２月までの期間及び 59年７月から 60年８

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

また、昭和 59 年５月及び同年６月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められるが、当該期間は国民年金被保険者となり得る期間ではな

いことから、年金記録の訂正を行うことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日  ： 昭和 18年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 38年７月から 40年２月まで 

         ② 昭和 59年５月から 60年８月まで 

申立期間①については、20 歳になった時、父から「国民年金に加入し保

険料を納付している。」と言われたことを憶え
おぼ

ている。若いころに国民年

金保険料の還付があると言われたが、還付金額が少額であったので、還付

の手続はしなかった。 

申立期間②については、厚生年金保険の加入期間とされているが、退職

するまでパートタイマーとして勤務しており、厚生年金保険に加入してい

ることは知らなかったので、国民年金保険料を納付していた。少なくとも

申立期間のうち昭和 59 年５月及び同年６月については、国民年金保険料を

納付した領収書もあるので納付したことは確かであるが、この期間の国民

年金保険料の還付を受けた記憶は無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

申立期間①については、申立人は、20 歳になった時に父親から「国民年金

に加入し保険料を納付している。」と言われたと主張しているが、社会保険事

務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 41年９月 30日に払い出されていること、及び社会保険庁のオ

ンライン記録により、申立人の国民年金被保険者資格取得日は、同年５月 20

日であることが確認できることから、申立期間は、国民年金の未加入期間であ



  

り、国民年金保険料を納付することはできない上、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていた事情は見当たらない。 

また、申立人の父親が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人の国民年金の加入手続

を行い、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付したとする申立人の父

親は既に死亡しており、申立人自身は国民年金の加入及び保険料の納付に直接

関与していないため、国民年金の加入状況、保険料の納付状況等が不明であり、

ほかに当該期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

さらに、申立期間②のうち、昭和 59 年７月から 60 年８月までの期間につ

いては、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人が所持する年金手帳には 59 年５

月８日資格喪失、及び 60 年 11 月 12 日に任意加入の資格取得の記載があるな

ど、ほかに当該期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

一方、申立人が所持する「59 年度国民年金口座振替済通知書兼領収書」に

より、昭和 59年４月から同年６月までの国民年金保険料が同年６月 23日に金

融機関で納付されていることが確認できることから、申立人は、当該期間のう

ち、同年５月及び同年６月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が昭和 38 年７月から 40 年２月までの期間及び 59 年７月から

60 年８月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはで

きない。また、59 年５月及び同年６月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められるが、当該期間は国民年金被保険者となり得る期間では

ないことから、年金記録の訂正を行うことはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1447 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 18年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年３月 23日から 40年３月 20日まで 

申立期間に勤務したＡ社における厚生年金保険の加入記録について社会保

険事務所に照会したところ、同社で勤務した期間について脱退手当金が支

給済みとされていることが分かった。 

私は、脱退手当金が支給されたとされる時期には結婚してＢ市に転居し

ており、脱退手当金の請求手続をした記憶も無いので、脱退手当金の支給

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立人に脱退手当金を支給したことを意味する「脱 Ｃ社会保険事務所」

の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の

誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 また、当該被保険者名簿において申立人と同時期に被保険者資格を喪失し、

かつ脱退手当金の支給記録が確認できる女性の同僚の一人は、「退職時に事務

担当者から脱退手当金の請求について説明があったので、会社で脱退手当金の

請求手続を行い、退職前に脱退手当金を受領した。」と供述していること、別

の同僚二人は、「退職後、会社から（当該同僚のうち一人は発送元の記憶が明

らかでない。）脱退手当金請求手続書類や厚生年金保険被保険者証が入った封

筒が届いた。」と供述していることを踏まえると、当該事業所は、女性従業員

の退職時に脱退手当金の請求の案内を行い、退職後は当該従業員の自宅等に脱

退手当金請求関係書類を送付していた可能性がうかがえる。 

 さらに、申立人は、当該事業所を退職後、昭和 52 年５月に国民年金に加入

するまで年金制度に加入していないことを踏まえると、年金に対する意識が高

かったとは考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか

に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 1448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 22年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年 11月１日から 61年３月 11日まで 

社会保険事務所の記録では、Ａ社に勤務していた当時の厚生年金保険の標

準報酬月額が実際にもらっていた給与額に比べて、著しく低くなっている

ことが分かつた。 

正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、基本給部分と歩合給部分を合わせると、50

万円を超える報酬が支払われ、社会保険庁で記録されている標準報酬月額が著

しく低額であると申し立てており、申立人はその主張を裏付ける資料として申

立期間の一部に係る給与・賞与明細書、報酬計算書及び営業報酬支払計算書

（兼）支払管理台帳（以下「給与明細書等」という。）を提出しているものの、

Ａ社は、「申立人は営業専任職という職種で、給与としては基本給、資格手当、

累積給等を固定給として支給しており、標準報酬月額及び厚生年金保険料は、

この固定給部分の金額を基準としている。営業報酬は事業所得として支払って

いる。」と回答している上、申立人が同じ職種として名前を挙げた複数の同僚

は、「営業社員は固定給と歩合給に分けて給与が支給されていた。」と供述し

ており、当該事業所の回答と一致する。 

また、給与明細書等によると、当該事業所が申立人に支給した歩合給を含

めた給与支給総額を基に算出した標準報酬月額は、社会保険庁の記録上の標準

報酬月額を大きく上回っていることは確認できるものの、給与明細書等及び当

該事業所が保管する給与・賞与台帳兼源泉徴収簿に記載されている厚生年金保

険料控除額を基に算出した標準報酬月額と、社会保険庁のオンライン記録上の



  

標準報酬月額は一致しており、社会保険庁の記録上の標準報酬月額に相当する

保険料額を上回る厚生年金保険料が申立人の給与（固定給部分）から控除され

ていた事実は確認できない。 

さらに、申立人が所持する昭和 58 年及び 59 年の２年分の確定申告書によ

り、申立人は給与所得と事業所得に分けて所得を申告していること、及び社会

保険庁が記録する標準報酬月額にほぼ見合う厚生年金保険料額が確認できる上、

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 10年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30年４月１日から 32年 10月８日まで 

私は、Ａ社（社会保険事務所の記録では、Ｂ社。現在は、Ｃ社）において

社長代理兼経理担当として勤務していた兄の紹介で、昭和 30 年４月に同社

に入社し２年８か月間勤務していた。 

また、入社後、昭和 32年 12月に退職するまで組合運動を続けていた。 

社会保険事務所の記録では、当該事業所に係る厚生年金保険の被保険者期

間が２か月しか無いことに納得できない。申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した労働組合活動時等の写真及び社会保険事務所が保管する

Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）

に被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述から判断すると、期間の特定は

できないものの、申立人が申立期間において同事業所に勤務していたことは推

認できる。 

しかしながら、申立人が自身より前に勤務していたとして名前を挙げる同

僚は、当該事業所で、昭和 31 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得

していることを踏まえると、申立期間当時、当該事業所では、すべての従業員

について、入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことが

うかがえる。 

また、当該事業所では、「申立期間における申立人の雇用形態、給与の支

払い、給与からの厚生年金保険料の源泉控除等について、根拠となる資料等が

無いので、不明である。」と回答しており、当該被保険者名簿に被保険者記録

が確認できる同僚は、申立人が当該事業所に在籍していたことは認めているが、



  

在籍していた時期については申立人の供述と一致しないなど、申立期間におけ

る勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認すること

ができない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 12年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 31日から 44年４月１日まで 

私は、昭和 53 年３月に退職するまで 41 年 12 月からＡ社（昭和 43 年 11

月にＢ社に法人化。51 年４月にＣ社に社名を変更）に継続して勤務してお

り、途中で同社を退社したことはない。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社、及びＢ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿（以下「被保険者名簿」という。）に被保険者記録が確認できる複数の

同僚の供述から判断すると、申立人が申立期間において両事業所に勤務してい

たことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は昭和 43 年 10 月 31

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、Ｂ社は、法人登記

簿では同年 11 月８日に設立されているものの、厚生年金保険の適用事業所と

なったのは 44 年４月１日であることが確認でき、申立期間において、両事業

所のいずれも厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認できない。 

また、Ａ社及びＢ社の被保険者名簿の双方に被保険者記録が確認できる同

僚 12 人は、いずれもＡ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった昭

和 43 年 10 月 31 日に被保険者資格を喪失し、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業

所となった 44 年４月１日に被保険者資格を取得していることが確認でき、申

立期間には、その全員について、厚生年金保険被保険者としての記録が確認で

きない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立期間当時、



  

給与から控除されていたと申立人が供述する社会保険料額は、申立期間直前の

申立人の標準報酬月額を基に当時の保険料率で算出した金額とは大きく相違す

るほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1451 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和３年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年ごろから 24年ごろまで 

社会保険事務所で、Ａ協同組合（現在は、Ｂ協同組合）に勤めていた期間

について、厚生年金保険の被保険者期間の照会を行ったところ、該当なし

との回答であった。一緒に勤めていた人は厚生年金保険の被保険者記録が

あり、自分に年金記録が無いのは納得がいかない。同協同組合は、組合長、

専務、庶務主任３人、その他４部署に 17人いた。 

 申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてもらいたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ協同組合における同僚として名前を挙げた複数の者は、社会保

険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に被保険

者記録が確認できること、及び当該名簿に被保険者記録が確認できる同僚の一

人が申立人を憶
おぼ

えていると供述していることから判断すると、期間は特定でき

ないものの、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、申立人は、申立期間当時、当該事業所に 20 人程度の職員が

勤務していたと供述しているところ、当該被保険者名簿の記録によれば、申立

期間のうち厚生年金保険被保険者数が６人以下であった期間が大部分である上、

申立人が同僚として姓又は姓名を挙げた者のうち、同被保険者名簿において被

保険者記録が確認できない者が複数存在することから、事業主は、当該事業所

の従業員全員を一律に厚生年金保険に加入させる取扱いを行っていなかったこ

とがうかがえる。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者記



  

録は確認できず、同被保険者名簿において申立期間における健康保険の整理番

号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年 11月ごろから 31年 10月ごろまで 

              （「Ａ」の名称がつく事業所） 

             ② 昭和 31年 10月ごろから 32年２月ごろまで 

              （Ｂ社又はＣ社） 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ｄ社Ｅ工場

から業務を請け負っていた２事業所に勤務していた申立期間に係る被保険

者記録が無いとの回答があった。 

勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険事務所が保管するＦ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿により、事業所所在地が申立人が記憶するものとほ

ぼ符合し、申立人が記憶する事業主及び同僚の被保険者記録が確認できる

上、当該同僚が「申立人は、Ｆ社が設立される前の事業所に勤務してい

た。」と供述していることから判断すると、勤務期間の特定はできないも

のの、申立期間①において、申立人がＦ社が設立される前の事業所に勤務

していたことが推認できる。 

しかしながら、法人登記の記録によれば、Ｆ社の設立登記は、申立期間②

後の昭和 34 年８月 21 日であり、社会保険事務所の記録によれば、同社が

初めて厚生年金保険の適用事業所に該当することとなったのは、上記設立

登記直後の同年９月１日であり、申立期間①においては厚生年金保険の適

用事業所としての記録は確認できない上、社会保険業務センターが保管す

る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）でも、申立人の申立期間①におけ



  

る厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、Ｆ社の事務を担当していた者からは、申立期間①当時の資料は既に

廃棄しており、当時の状況についての詳細は分からないと回答があり、申

立人が申立期間①当時の事業主として名前を挙げた者に文書照会しても回

答が得られず、上記事務担当者が上記事業主から事業を継承し新たに同社

を設立したとして名前を挙げた者は既に死亡していることから、事業主に

よる厚生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

さらに、Ｆ社が厚生年金保険の適用事業所に該当すると同時に被保険者資

格を取得し、同社が設立される前の事業所において申立人とほぼ同時期に

勤務を開始したとする上記同僚は、「自分自身の在籍期間と厚生年金保険

の被保険者期間が一致しておらず、経営状況がおもわしくなかったこと等

から、申立期間①において会社は厚生年金保険の適用事業所にならなかっ

たのではないか。」と供述している。 

 

２ 申立期間②について、申立人が勤務していたと主張しているＢ社又はＣ社

については、社会保険事務所の記録によれば厚生年金保険の適用事業所と

しての記録は確認できない上、社会保険業務センターが保管する厚生年金

保険被保険者台帳（旧台帳）でも、申立人の申立期間②における厚生年金

保険の被保険者記録は確認できない。 

また、申立人は、当時の事業主及び同僚については姓しか記憶していな

いことから、これらの者に照会することができず、申立期間②における勤

務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認すること

ができない。 

 

３ 両申立期間について、申立てに係る上記２事業所に業務を請け負わせてい

たと申立人が主張しているＤ社Ｅ工場は、上記２事業所に係る記録は保管

されていないと回答している。 

また、申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1453 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年７月１日から 33年９月１日まで 

受け取ったねんきん特別便で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

会社設立時から取締役として勤務していたＡ社の厚生年金保険の被保険者

資格取得日が昭和 33 年９月１日となっていた。会社が法人登記されたのは

29 年７月１日であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る法人登記の記録により、会社成立日が申立期間始期の昭和 29 年

７月１日であること、及び申立人が代表取締役であることが確認でき、社会保

険事務所が保管する同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により被保

険者記録が確認できた同僚３人が、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことを供述していることから判断すると、申立人が申立期間においても同

社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、申立人が厚生年金保険に加入していたと主張しているＡ社

については、社会保険事務所の記録によれば、厚生年金保険の適用事業所に初

めて該当することとなったのは、申立期間途中の昭和 32年 11月１日であり、

上記被保険者名簿では、申立人の被保険者資格取得日は 33 年９月１日となっ

ており、申立期間における申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できな

い上、申立人が会社設立時から会計事務を担当していたとして名前を挙げた者

の被保険者資格取得日が、申立人と同日となっていることが確認できる。 

また、Ａ社は、「申立期間当時の人事記録等の関係資料は保存しておらず、

申立ての事実を確認できない。申立期間当時の事情を一番よく知っているのは

申立人である。」と回答している。 



  

さらに、上記同僚３人から、「Ａ社には、同社が厚生年金保険の適用事業

所に該当することとなる３年以上前に入社した。当時、会社が厚生年金保険に

加入していないことは知っていた。」との供述があり、申立期間における厚生

年金保険料控除についての具体的な供述は得られない。 

加えて、申立期間当時事業主であった申立人は、「当時、社会保険事務所

から適用事業所として厚生年金保険の加入手続を行うよう指導を受けたことが

あった。しかし、そのときは関心が無かったので、会社成立後しばらくは厚生

年金保険の加入手続を行わなかった。」と供述している。 

  このほか、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料控除が確認できる給与明

細書等の資料を所持していない上、申立人の申立期間における厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、法人登記の記録により、申立期間においてＡ社以外の２事業所にお

いて申立人が取締役となっている記録が確認できるが、ⅰ）Ｂ社（昭和 48 年

３月 31 日解散）については、申立期間において、申立人の厚生年金保険の被

保険者記録は確認できず、ⅱ）Ｃ社（昭和 37年５月 25日清算）については、

申立期間前に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている。 

  これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1454 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23年９月 11日から 29年 12月８日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤めていた時の年金記録を社会保険事務所に照

会したところ、脱退手当金受給済みとの回答を受けた。同時期に働いてい

た同僚二人は脱退手当金を受給済みとされておらず、また、自分自身請求

した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁が保管する申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）では、

申立人に対して脱退手当金を支給したことが記録されており、支給月数等の記

載内容に誤りは認められないほか、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上

の誤りは無く、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の

昭和 30年１月 19日に支給決定されているなど、社会保険事務所の一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間の脱退手当金の支給時期は通算年金制度創設前であり、Ａ

社を退職後、厚生年金保険への加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給するこ

とに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1455 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年９月から 42年 12月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。勤務して

いたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 39 年９月５日にＡ社が発行した申立人提出の身分証明書から判断する

と、勤務期間の特定はできないものの、申立人が同事業所に勤務していたこと

を推認することができる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっているため、同事業所の業務を引き継い

でいるＢ社に照会したところ、「申立人に係る関係資料等は保存しておらず、

申立ての事実を確認できない。」と回答しているほか、同事業所に勤務してい

た申立人の同僚３人は、それぞれ、「申立人に係る記憶は無いが、当時、２、

３か月の試用期間があった。また、当時の社長はワンマンで気まぐれなところ

があり、人によって厚生年金保険に入れたり入れなかったりすることがあっ

た。」、「申立人に係る記憶は無い。昭和 39 年当時、身分証明書は、社員全

員には発行されていなかった。私は、電車通勤だったので、定期券を買うため

に会社に申し出て身分証明書を発行してもらった。試用期間の者でも会社に言

えば身分証明書を発行してもらえたと思う。」、「昭和 39 年当時は会社も忙

しく、多数の臨時職員を採用していた。３か月程度の試用期間の後、臨時職員

の中から優秀な者を正社員にしていたと思う。私は経験もあり、１年以上勤務

した正社員であれば名前を聞いて思い出さない者はいないと思うが、申立人に



  

係る記憶は無い。」と供述している上、このほかに聴取した同僚 10 人は、い

ずれも、「申立人に係る記憶は無い。」と供述していることから、当時、同事

業所では、入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱いではな

かった可能性がうかがえる。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。一方、

同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

さらに、公共職業安定所の記録によれば、申立期間における申立人に係る

雇用保険被保険者記録は確認できない。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1456 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年３月末から同年８月１日まで 

             ② 平成元年 11月から２年５月まで 

             ③ 平成３年 11月から４年３月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社、Ｂ社

及びＣ社に勤務し、これら事業所の取引先企業において製造業務に従事し

ていた各申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無いとの回答が

あった。これら事業所に勤務していたことは事実であるので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険庁の記録によれば、Ａ社は既に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主にも照会すること

ができない上、同事業所に勤務していた申立人の同僚４人に聴取したとこ

ろ、いずれも申立人に係る記憶は無いとしており、うち二人は、それぞれ、

「申立事業所は従業員の出入りが激しく、取引先企業において勤務する者

には、厚生年金保険の適用は無かったと記憶している。」、「私は取引先

企業において勤務していたが、厚生年金保険の適用については、業務成績

が優秀であるか、自分から希望しないと適用してもらえなかったと記憶し

ている。」と供述しているほか、申立人が名前を挙げた同僚は、申立人が

同事業所における厚生年金保険被保険者資格を喪失した後に被保険者資格

を取得していることが確認できることから、当時、同事業所では、すべて

の従業員について、入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得させる

取扱いではなかった事情がうかがえる。 

また、公共職業安定所の記録によれば、申立人の当該事業所における雇用



  

保険被保険者資格の取得日は平成元年８月１日となっており、申立人の同

事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得日と一致していることが

確認できる。 

 

２ 申立期間②について、雇用保険被保険者記録により、平成元年 11月 29日

から２年５月 31 日までの期間、申立人がＢ社に勤務していたことが認めら

れる。 

しかしながら、当該事業所の事業を承継しているＤ社では、「申立人に係

る関係資料等は保存していないが、Ｂ社は業務請負会社であり、取引先企

業において勤務する者には厚生年金保険の加入手続を行っていなかっ

た。」と回答している上、同事業所に勤務していた申立人の同僚３人は、

いずれも申立人に係る記憶は無いとしているが、それぞれ、「申立事業所

には正社員と期間工がおり、正社員は管理業務を行い厚生年金保険の適用

もあったが、期間工は６か月契約で取引先企業において勤務し、雇用保険

のみ適用され、厚生年金保険の適用は無かったと記憶している。」、「社

会保険事務手続は社会保険労務士が行っていたので詳しいことは分からな

いが、取引先企業において勤務する者には、厚生年金保険の適用について

希望を聞かれていたと記憶している。」、「事業所には社員と期間工と呼

ばれる者がおり、私は取引先企業において期間工と一緒に勤務し、期間工

を管理する社員であったが、期間工の多くは厚生年金保険の適用は無かっ

たと記憶している。」と供述していることから、当時、同事業所では、す

べての従業員について厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱いでは

なかった事情がうかがえる。 

また、当該事業所において社会保険事務手続を行っていた社会保険労務士

は、「申立期間当時の関係書類等は保存していないが、当時、製造業への

派遣が禁止されていたので、業務請負契約により取引先企業に労働者の

あっせんを行っていた。また、取引先企業において勤務する者には、厚生

年金保険の適用は行っていなかったと記憶している。」と回答している。 

 

３ 申立期間③について、雇用保険被保険者記録により、平成３年 11月 25日

から４年３月２日までの期間、申立人がＣ社に勤務していたことが認めら

れる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっているため、当時の事業主に照会し

たところ、「当時の関係書類等は保存していないが、申立期間当時、取引

先企業において勤務する期間工には、厚生年金保険の適用について希望を

聞いており、希望する者には厚生年金保険の適用を行っていた。」と回答

している上、同事業所に勤務していた申立人の同僚二人は、いずれも申立



  

人に係る記憶は無いとしているが、それぞれ、「社会保険事務手続は社会

保険労務士が行っていたので詳しいことは分からないが、取引先企業にお

いて勤務する者には、厚生年金保険の適用について希望を聞かれていたと

記憶している。」、「事業所には社員と期間工と呼ばれる者がおり、私は

取引先企業において期間工と一緒に勤務し、期間工を管理する社員であっ

たが、期間工の多くは厚生年金保険の適用は無かったと記憶している。」

と供述していることから、当時、同事業所では、すべての従業員について

厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱いではなかった事情がうかが

える。 

また、当該事業所において社会保険事務手続を行っていた社会保険労務士

は、「申立期間当時の関係書類等は保存していないが、当時、製造業への

派遣が禁止されていたので、業務請負契約により取引先企業に労働者の

あっせんを行っていた。また、取引先企業において勤務する者には、厚生

年金保険の適用は行っていなかったと記憶している。」と回答している。 

 

４ 申立人は、これら申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてこれら申立期間に係る厚生年金保険料を

各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1457 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30年６月から 31年１月 18日まで 

② 昭和 31年６月１日から 32年４月１日まで 

③ 昭和 32年 11月 15日から 33年５月まで 

社会保険事務所の記録では、Ａ社において勤務していた申立期間①、Ｂ社

Ｃ出張所において勤務していた申立期間②及び③に係る厚生年金保険被保

険者記録が無かった。これら事業所に勤務していたことは間違いないので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿では、申立人の被保険者資格取得日は昭和 31年１月 18日

となっていることが確認できる。 

また、社会保険業務センターが保管する申立人の厚生年金保険被保険者台

帳においても、同事業所における資格取得日は同日となっており、申立人

の申立期間①における厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主も既に死亡している

ため、当時の役員に照会したところ、「申立人に係る関係資料等は保存し

ておらず、申立ての事実を確認できない。」と回答している上、同事業所

に勤務していた申立人の同僚の配偶者は、「当時を知っている者もおらず、

当時の厚生年金保険の適用については分からない。」と供述しているほか、

申立人の同僚からは連絡先不明等により供述を得ることができないことか

ら、申立期間における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事

実について確認することができない。 



  

 

２ 申立期間②及び③について、社会保険事務所が保管するＢ社の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿では、申立人の被保険者資格取得日は昭和 32 年４

月１日、資格喪失日は同年 11 月 15 日となっている上、社会保険業務セン

ターが保管する申立人の厚生年金保険被保険者台帳においても、申立人の申

立期間②及び③における厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に厚生年金保険の

適用事業所に該当しなくなっているため、適用事業所に該当しなくなった

当時の事業主に照会したところ、「申立人に係る関係資料等は保存してお

らず、申立ての事実を確認できない。」と回答している上、同事業所に勤

務していた申立人の同僚３人は、いずれも申立人に係る記憶は無いと供述

しているほか、それぞれ、「当時、私は社会保険事務を担当していたが、

申立事業所には厚生年金保険に加入する常用雇用の者と日雇保険に加入す

る日雇労働者が混在していた。」、「当時、日雇労働者が多く、日雇労働

者として３か月程度勤務した後、厚生年金保険の加入手続を行ってもらえ

る者もいた。」、「当時は従業員の出入りが激しく、当初の３か月程度は

厚生年金保険に加入しない期間があったかもしれない。」と供述している

ことに加え、申立人が名前を挙げた同僚二人の同事業所における厚生年金

保険被保険者記録が確認できないことから、当時、同事業所では入社と同

時に厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱いではなかった事情がう

かがえる。 

 

３ 申立人は、これら申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてこれら申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年１月５日から 27年９月１日まで 

             ② 昭和 27年 11月３日から 28年１月３日まで 

昭和 24 年４月にＡ管理事務所（現在は、国のＢ局）のＣモータープール

において勤務した後、25 年１月にＤモータープールに転勤した。同年５月

に公傷により、労災保険から一時金が支給され一時休職していたが、Ａ管

理事務所に在籍していた。 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、昭和 27 年

９月１日から同年 11 月３日までＥ管理部における被保険者記録が確認でき

るものの、申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。Ａ管理

事務所に継続して在籍していたことは事実であるので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ管理事務所の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿では、申立人が昭和 25 年１月５日に被保険者資格を喪失し、28 年１月３

日に被保険者資格を再取得していることが確認できる上、国のＢ局が保管する

当該事業所の厚生年金保険被保険者名簿においても、当該社会保険事務所の記

録と一致しており、申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者記録は

確認できない。 

また、社会保険事務所が保管するＥ管理部の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿では、申立人は昭和 27年９月１日に被保険者資格を取得し、同年 11月

３日に被保険者資格を喪失していることが確認できる上、健康保険証を社会保

険事務所に返納したことを示す「証返納済」の記録が確認できる。 

さらに、国のＢ局では、「厚生年金保険被保険者名簿のほかに、申立人に



  

係る関係資料を保存していない。」と回答している上、Ａ管理事務所における

申立人の同僚３人に聴取したところ、うち二人は、「申立人が勤務していた記

憶はあるが、具体的な勤務期間及び厚生年金保険の適用については分からな

い。」、残りの一人は、「申立人に係る記憶は無く、厚生年金保険の適用につ

いても分からない。」と供述していることから、申立期間における勤務実態及

び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

なお、申立人は、昭和 25 年５月５日に公傷により４か月くらい入院し、１

か月くらい自宅療養した後に職場に復帰したと供述しているが、連合国軍関係

直傭人の健康保険及び厚生年金保険の適用については、「被保険者が傷病によ

り一定の有給休暇期間を過ぎなおその雇傭関係を継続している場合の健康保険

及び厚生年金保険の被保険者資格について」（昭和 25年 11月２日付け厚生省

保険局長通知）により、「休業期間中労務の対償としての報酬がなく、実質的

に使用関係の消滅であると見るのが相当である場合には、資格を喪失させるの

が適当と認められる。」とされている。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


